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日本原燃株式会社

高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける

高レベル廃液の漏えいについて
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＜事 象＞
平成２１年１月２１日に固化セル内の閉止フランジ①（以下「北側閉止フランジ」とい

う。）から高レベル廃液が漏えいしていることを確認した。また、同日固化セル内の北側
閉止フランジに隣接した閉止フランジ②（以下、「南側閉止フランジ」という。）から高レベ
ル廃液が漏えいしていることを確認した。

＜原 因＞
・エアリフトパージ用圧縮空気流量が通常の値（約２０Ｌ／ｈ）よりも大きい値（約６５Ｌ／

ｈ）になったことにより、高レベル廃液が揚液されたこと（北側閉止フランジ）

・塔槽類廃ガス処理設備で発生した過負圧事象及びその復旧作業等において塔槽
類廃ガス処理設備の系統内圧力が急激に変動し、エアリフト配管内の空気流量が
一時的に大きくなったこと（北側及び南側閉止フランジ）

・エアリフトパージ用圧縮空気流量が通常の値よりも大きい値となっていたことに
ついては、流量計に設置している流量設定弁への人等の接触があったことによる
可能性があること

１．高レベル廃液の漏えい（平成２１年１月２１日発生）
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塔槽類廃ガス
処理設備

供給槽A

A

保修のため原料供給器を取外し
て閉止フランジをしていた

トレイ

漏えい液受皿

パージ用圧縮空気

A

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

パージ用圧縮空気

漏えい液受皿

固化セル内の漏えい（平成２１年１月２１日）の概要図

セル内

A ：エアリフトポンプ
　（圧縮空気を用いて、
　　液体を移送する設備）

滴下

供給槽第1セル
固化セル

閉止フランジ①
（北側閉止フランジ）

閉止フランジ②
（南側閉止フランジ）

集液ポット 集液ポット

気液分離器A 気液分離器B

エアリフト駆動用圧縮空気
供給用三方弁

エアリフト駆動用圧縮空気

パージ用圧縮空気流量計

パージ用圧縮空気流量計

エアリフト駆動用圧縮空気
供給用三方弁

高レベル廃液供給配管

P

P
Ｌ

Ｌ

高レベル廃液ガラス固化
廃ガス処理設備圧力計

供給槽Ａ
液位計

漏えい液受皿
液位計

塔槽類廃ガ
ス処理設備
圧力計

１．高レベル廃液の漏えい（平成２１年１月２１日発生）

固化セル内の漏えい（平成２１年１月２１日）の概要図
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＜対 策＞

・エアリフトパージ用圧縮空気流量を通常の値（約２０Ｌ／ｈ）に設定する。

・人等の接触により簡単に流量設定が変わらないように、エアリフトパージ用圧縮空気
流量の流量設定弁への近接防止を行うとともに、偶然接触した場合などに簡単に流
量設定弁が動かないように流量設定弁の養生を行う。

・固化セル内の廃液等の系統に設置する閉止フランジの取付け作業を行う際には、ガ
スケット再使用の禁止等閉止フランジに廃液等が移行することを考慮した取付け方法
に見直し、マニュアル化する。

１．高レベル廃液の漏えい（平成２１年１月２１日発生）
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＜事 象＞

平成２１年２月１日に再び北側閉止フランジから高レベル廃液が漏えいしていること
を確認した。 その後、北側閉止フランジ及び南側閉止フランジを取外し配管内の廃
液を回収した。北側の配管からは、固形状の物質とスラリ状の廃液が回収された。

＜原 因＞

高レベル廃液漏えい後の配管内の残留廃液回収作業が十分でなかったことから、
北側閉止フランジにつながっている配管内にスラリ状の廃液が残留していた。

＜対 策＞

閉止フランジを開放し、配管内に残留しているスラリ状の廃液を回収した。

２．高レベル廃液の漏えい（平成２１年２月１日発生）
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２．高レベル廃液の漏えい（平成２１年２月１日発生）

１月２１日に滴下が確認された
閉止フランジ①から再滴下して
いるのをITVカメラで発見

塔槽類廃ガス
処理設備

供給槽A

A

トレイ

パージ用圧縮空気

A

パージ用圧縮空気

セル内

A ：エアリフトポンプ

（圧縮空気を用いて、
液体を移送する設備）

供給槽第1セル 固化セル

閉止フランジ①
（北側閉止フランジ）

気液分離器A 気液分離器B

高レベル廃液供給配管

閉止フランジ②
（南側閉止フランジ）

高レベル廃液の再漏えい（平成２１年２月１日）の概要図

閉 止 フ ラ ン ジ 概 要 図 

閉止フランジ①（北側閉止フランジ） 

固形状の物質 

スラリ状の廃液 

ボルト 
金属ガスケット
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＜事 象＞

平成２１年１０月２２日に南側閉止フランジ下に設置しているトレイ内に液だま
りがあることを確認した。発見した液だまりの液量は、約２０ｍＬと推定した。

３．高レベル廃液の漏えい（平成２１年１０月２２日発生）
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３．高レベル廃液の漏えい（平成２１年１０月２２日発生）

塔槽類廃ガス
処理設備

供給槽A

A

保修のため原料供給器を取外し
て閉止フランジをしていた

トレイ

パージ用圧縮空気

A

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

固化セル内の漏えい（平成２１年１０月２２日）の概要図

セル内

A ：エアリフトポンプ
　（圧縮空気を用いて、
　　液体を移送する設備）

漏えい確認
（漏えい量約20mL）

供給槽第1セル
固化セル

隣の閉止フランジ
（北側閉止フランジ）

今回漏えいした閉止フランジ
（南側閉止フランジ）

気液分離器A 気液分離器B

エアリフト駆動用圧縮空気

パージ用圧縮空気流量計

エアリフト駆動用圧縮空気
供給用三方弁

高レベル廃液供給配管

P

P
Ｌ

高レベル廃液ガラス固化
廃ガス処理設備圧力計

供給槽Ａ
液位計

塔槽類廃ガ
ス処理設備
圧力計

純水

水シール

オーバーフロー配管
（供給液槽Aへ）

※平成２１年１０月２２日の漏えいにおいて、供給槽A及び供給槽A以外で閉止フランジ部に液が移行する可能性のある配管（色塗り部分）を洗い出し、その全てに対して
 検討・調査した。

純水供給ライン
（フリーズバルブ用）

固化セル内の漏えい（平成２１年１０月２２日）の概要図
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４．平成２１年１０月２２日の漏えいに係る調査事項と結果

・録画映像により最後に洗浄したときの洗浄水は両閉止フランジと

も黒かったことを確認

・配管の出口部を確認したところ、北側で黒い固形物が認められた

配管内に洗浄水が
残留していた可能性④

・高レベル廃液をサンプリングし、当該試料へ空気を供給した際に発

泡することを確認

・高レベル廃液の発泡状態を模擬した溶液を用いたモックアップ試験

により、発生した泡の膜がエアリフトパージ用圧縮空気により上昇

し、気液分離器に達し、閉止フランジ部に移行することを確認

供給槽Ａから高レベ
ル廃液が移送された
可能性

③

・北側閉止フランジ部に移行した高レベル廃液は、約３７５ｍＬ

・南側閉止フランジ部に移行した高レベル廃液は、約１５５ｍＬ（トレイ内

の液だまりを含む）

供給槽Ａ内からの高
レベル廃液の移行量②

・エアリフトパージ用圧縮空気流量の変動は約１５～２５Ｌ/ｈ以内

・塔槽類廃ガス処理設備の負圧は、供給槽Ａ内の液が揚液されるほど

大きな変動が発生していない

設備の状態①

調査結果項目
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４．平成２１年１０月２２日の漏えいに係る調査事項と結果

・閉止フランジのボルトを締め付けるために使用したインパクトレンチの
締め付けトルクが低下していることを確認。さらに、締め付けトルクが低
下した原因として、インパクトレンチのモータ部における抵抗値が増大
していることを確認

・モータ部の抵抗値が増大する原因としては、当該インパクトレンチを１、
２回目の漏えい後における閉止フランジの取付け・取外しに使用してい
たため、モータ内部のコイル部に硝酸（漏えいした高レベル廃液の硝
酸）の影響で腐食等による異常が発生した可能性がある

・締め付けトルク及び使用実績に関するデータが管理されていなかった
ため、締め付けトルクが低下した時期については不明であるが、１、２
回目の漏えいが発生したことにより他のインパクトレンチよりも使用頻
度が高くなったこと及び固化セル内に搬入する前に管理区域外の施設
において既に訓練で使用されていた（訓練での使用頻度は固化セルに
おける使用頻度よりも高かった）ことから、その他の原因として、経年劣
化も考えられる

・この締め付けトルクが低下したインパクトレンチを遠隔操作により閉止
フランジの締め付け（水平方向）に使用した際、さらに締め付けトルクが
低下し、閉止フランジのボルトが十分締め付けられていなかったと考え
られる

インパクトレンチの性
能確認⑤

調査結果項目
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４．平成２１年１０月２２日の漏えいに係る調査事項と結果

インパクトレンチ

 
ソケット

ユニバーサルジョイント

ロッド インパクトレンチ本体

スライド機構遠隔ボルト頭部

インパクトレンチ締め付け
（水平方向：実機での遠隔操作に

よる閉止フランジの取付を模擬）
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５．平成２１年１０月２２日の漏えいに係る原因究明

○ 供給槽Ａ内の高レベル廃液を含む液が閉止フランジ部に滞
留したこと

○ 補助ホイストチェーンが閉止フランジ把持部に接触した際に
液が漏えいしたこと

調査結果から、以下について要因分析を行った。
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５．平成２１年１０月２２日の漏えいに係る原因究明

事実 要因１ 要因２ 要因３ 要因４ 要因５

閉止フランジ部に液
が存在した。

供給槽Aから液体が
移送された。

通常のパージ空気流量範
囲以上の流量が流れた

×
1日1回エアリフトパージ用圧縮空気の流量確認を実施しており、その
結果から流量の変動は約15～25L/hの範囲内であることを確認した。

何らかの原因により
流量が変動した。（調
整弁に触れてしまった
等）

振動による流量調節
弁の緩みにより流量
が増加した。

×
1日1回エアリフトパージ用圧縮空気の流量確認を実施しており、その
結果から流量の変動は約15～25L/hの範囲内であることを確認した。

人的要因により流量
が変動した。

×
流量計設定弁への近接防止を行うとともに、偶然接触した場合等に設
定弁が動かないように設定弁の養生を行っている。

最初に設定した以降
に流量調整を行った。

×
1日1回エアリフトパージ用圧縮空気の流量確認時に、流量が20L/hを
超えていた場合には20L/hに調整しているが、それ以外の流量調整は
実施していない。

圧縮空気設備で流量
が変動するような作
業があった。

×
1日1回エアリフトパージ用圧縮空気の流量確認を実施しており、その
結果から流量の変動は約15～25L/hの範囲内であることを確認した。

塔槽類廃ガス処理設
備の負圧変動が発生
し、廃液が移送され
た。

×
2009/10/8に負圧変動が発生し、系統内の負圧が浅くなったが、エアリ
フトのモックアップ試験結果より廃液が移送されることはないと考えられ
る。

通常のパージ空気流量の
範囲で液が移行した

高レベル廃液が自然
蒸発し、凝縮した。

×
エアリフトへは低湿度の空気が供給されるので結露は発生し難い、ま
た、凝縮により高レベル廃液相当の放射性物質濃度の液体が閉止フラ
ンジ部に移行することはない。

エアリフトのパージ空
気によるミストが移行
し凝集した。

×
計算による評価では、気液分離器にミストが達する量は8ヶ月間で1mL
程度であり、ごく僅かな量でしかない

流量が計器の値（記
録）より多かった

計器の校正がずれて
いる

×

面積式流量計はテーパー管とフロートの機械部品のみで構成されてい
るため、構造的に校正がずれる可能性はないと考えられる。
前回点検時（2009/1/23）において流量計の健全性を確認しており、一
日一回の巡視でも指示値の大きな変動が確認されていない。

三方弁がリーク（パー
ジ＋リーク）

×
漏えいしたフランジの隣の配管の閉止フランジを開放して確認したとこ
ろ、同様の液体が確認されたことから、2つの弁がリークした可能性は
低いと考えられる。

高レベル廃液の泡立
ちにより気液分離器
に到達した。

△
・高レベル廃液（実廃液）を振とうした結果、発泡が確認された。
・発泡の状況を模擬したモックアップ試験から、廃液の移行の可能性が
確認された。

通常の移送空気により液移
送された。

エアリフトによる液移
送操作を実施した。

×
2008/12/15にエアリフトの隔離を行っており、現在に至るまで隔離解除
されていないことを確認した。

誤操作によりエアリフ
トを起動した。

×
2008/12/15にエアリフトの隔離を行っており、現在に至るまで隔離解除
されていないことを確認した。

評価

閉止フランジ部に液が滞留したことに対する要因分析図（１／２）

＊「高レベル廃液ガラス固化建屋における固化セル内の漏えいについて（平成２１年１２月２２日）」より抜粋
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５．平成２１年１０月２２日の漏えいに係る原因究明

閉止フランジ部に液が滞留したことに対する要因分析図（２／２）

＊「高レベル廃液ガラス固化建屋における固化セル内の漏えいについて（平成２１年１２月２２日）」より抜粋

事実 要因１ 要因２ 要因３ 要因４ 要因５

供給槽A以外から液
体が移送された。

気液分離器⇔フランジ間の
配管に残存物があった。

気液分離器から閉止
フランジを洗浄した液
が残留していた。

配管内に付着物があ
る。

前回の洗浄水が残って
いた

△

前回洗浄時、最後に洗浄したときの洗浄水が黒かった。また、今回閉
止フランジを取り外して液体を回収した際、配管出口部に黒い固形物
が確認された。よって、前回の洗浄が十分でなかったため配管内に放
射能濃度の高い液が少量残留していた可能性がある。

純水洗浄ラインから液体が
移送された。

純水供給弁が開い
た。

純水供給弁の開操作
を行った。

誤って元弁も開いた。 ×
操作実績を調査した結果、前回漏えい事象時の洗浄作業後から今回
の漏えい事象まで操作を行った実績はなかった。

×
漏えいした閉止フランジの隣の配管の閉止フランジを開放して確認した
ところ、同様の液体が確認されたことから、当該配管特有の事象ではな
い。

純水供給弁がシート
リークした。

×
漏えいした閉止フランジの隣の配管の閉止フランジを開放して確認した
ところ、同様の液体が確認されたことから、当該配管特有の事象ではな
い。

シール水が流入した。 × シール水の水張り作業は実施していない。

MOGの負圧が変動し
た。

×
MOGの負圧変動により最大約35mLのシール水が気液分離器に流入し
た可能性があるが、本事象への寄与は小さい。

MOG配管内に発生した結
露水が、配管内の汚れを
伴って気液分離器へ流入し
た。

×
MOGは常に負圧状態を保つため排風機側に気流が生じているため、
結露水が気液分離器側へ流入することはない。

アイスプラグ上流の水が、
氷解と共に流れ込んだ。

× アイスプラグは使用していない。

気液分離器のオーバーフ
ローラインから流れ込ん
だ。

×
気液分離器へ液が移送される駆動力が無いこと、及び配管が昇り勾配
であるため、オーバーフローラインからの流入はない。

評価
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６．発泡模擬液によるエアリフト揚液モックアップ試験
（③の検証）

試験装置概要図

約1400㎜

約0.14MPa

20L/h

実機配管
内径12.3㎜

揚液量比較

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ﾃﾞｰﾀ採取開始後（時間後）

積
算

揚
液

量
（
g）

①30ppm （1回目） ②30ppm （2回目）

③40ppm ④50ppm

⑤30ppm （3回目） ⑥20ppm

⑦30ppm （4回目）15L/h試験①：30ppm（1回目）
試験②：30ppm（2回目）
試験③：40ppm
試験④：50ppm
試験⑤：30ppm（3回目）
試験⑥：20ppm
試験⑦：30ppm（4回目），15L/h
※ｴｱﾘﾌﾄ流量記載なしは20L/hを示す。

A A A A 

泡の膜が上昇する（泡によって栓が形成されることにより泡が上昇する）

揚液状況（下図）

試験装置概要図

揚液量比較（上図）

内径 約12mm

内径 約12mm
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発泡状況

【結 論】
試験において、模擬液濃度が同一の場合、ほぼ同等の揚液量が確認さ

れた。また、模擬液濃度を高くすることで泡の発生量が増加し、揚液量が
増加することも確認された。

以上から、発生した泡がエアリフトパージ用圧縮空気（約２０Ｌ／ｈ）により
上昇し、気液分離器に達し、高レベル廃液を含む液が閉止フランジ部に移
行する可能性があると考える。

６．発泡模擬液によるエアリフト揚液モックアップ試験
（③の検証）
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７．平成２１年１０月２２日の漏えいに至った推定原因

・硝酸の影響等により締め付けトルクが低下したインパ
クトレンチを使用して閉止フランジのボルトを締め付け
たため、十分締め付けられていなかった。

・当該インパクトレンチについては締め付けトルク及び
使用実績に関するデータが管理されていなかった。

補助ホイストチェーンが
閉止フランジ把持部に接
触した際に液が漏えいし
た原因

②

・供給槽Ａ内の高レベル廃液がエアリフトパージ用圧縮
空気によりエアリフト配管内で発泡し、供給槽Ａ内の
廃液を含む泡の膜がエアリフトパージ用圧縮空気を
駆動源として気液分離器まで達し、閉止フランジ部に
移行し滞留した。

・２回目の漏えい後に配管内等の洗浄が十分でなかっ
たため、配管内に放射能濃度の高い液が少量残留し、
閉止フランジ取付け後に閉止フランジ部に移行し滞留
した。

供給槽Ａ内の高レベル廃
液を含む液が閉止フラン
ジ部に滞留した原因①

推定原因分類
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７．平成21年10月22日の漏えいに至った推定原因

閉止フランジ部への液滞留（供給槽Ａ内の高レベル廃液の発砲）説明図

閉止フランジ部における液の滞留の概要

：エアリフトポンプ

（ 圧縮空気を用いて、
液体を移送する設備）

塔槽類廃ガス
処理設備

供給槽A

トレイ

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

閉止フランジ

気液分離器

高レベル廃液供給配管

パージ用圧縮空気
（２０L／ｈ）

液だまり

A

A

1日1回の点検結果で、

１５～２５Ｌ／ｈであるこ

とを確認

気液分離器に到達

した泡が落下する

前回漏えい後の洗浄

液が配管内に残留

発生した泡がパー

ジ用圧縮空気によ

り上昇する
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８．高レベル廃液漏えい原因の総括

① １回目の漏えいは、約１４９Ｌの高レベル廃液が供給槽Ａから比較的短期間で閉止フラン
ジ部へ移行している。

そのため、供給槽Ａの液位の変化を調査し、高レベル廃液が漏えいし始めた時期、漏え
いしていた期間を推定し、推定された期間において約１４９Ｌの高レベル廃液を移行させた
ことに対して考えられる事象を抽出し、その可能性についてモックアップ試験結果も踏まえ
て評価を行った。

その結果、エアリフトパージ用圧縮空気流量が設定していた値（約２０Ｌ／ｈ）から増大し
ていたこと及び換気設備の負圧変動が発生したことが、約１４９Ｌの高レベル廃液を移行さ
せた原因であると推定した。

② ２回目の漏えいについては、１回目の漏えいにより閉止フランジ部に移行した高レベル廃
液を、閉止フランジのボルトを緩めるだけで回収できると考えたが、実際には回収しきれな
かった高レベル廃液が閉止フランジ部に接続されている配管内に残留していたことにより
発生したものであると推定した。

③ ３回目の漏えいにおいて高レベル廃液が移行した原因及びメカニズムとしては、エアリフト
配管内で高レベル廃液が発泡し、泡の膜がエアリフトパージ用圧縮空気（約２０Ｌ／ｈ）によ
り少量ずつ閉止フランジ部に移行したものと推定した。また、この少量の泡が、閉止フラン
ジの取付け期間約８ヶ月の間に数百ｍＬの量となったものと推定した。

原因究明について
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８．高レベル廃液漏えい原因の総括

④ このことから、１回目の漏えいで高レベル廃液が移行した主原因が変わるものではないが、
北側及び南側の閉止フランジ部から漏えいした廃液量の一部には、３回目の漏えいの原因
である泡の影響により移行したものも含まれていたと考えられる。従って、この泡による高レ
ベル廃液の移行も、１回目の漏えい時の原因の１つとして追加するべきものであった。

なお、泡による高レベル廃液の移行については、現在待機中のガラス溶融炉Ｂ系列も同一
の条件下にある。ガラス溶融炉Ｂ系列への高レベル廃液供給配管はＡ系列と異なり溶融炉
に接続されているため、配管内には廃ガスの流れが常に存在している。そのため、高レベル
廃液の泡が発生しても同配管内で大部分が蒸発するため、ガラス溶融炉Ｂへの影響は小さ
いものと考えられるが、仮に泡がガラス溶融炉Ｂに達しても、溶融炉自体で閉じ込め系が健
全に維持されているため、安全上の問題は生じない。

⑤ ３回目の漏えいの原因の１つである「締め付けトルク性能が低下したインパクトレンチ」につ
いては、１回目及び２回目に漏えいした高レベル廃液中の硝酸の影響等により生じたもので
あった。

原因究明について
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９．高レベル廃液の漏えい防止に向けての取り組み

１回目の漏えいを受けてエアリフトパージ用圧縮空気流量を設定した値（約２０Ｌ／ｈ）よりも
大きい値（約６５Ｌ／ｈ）とならないよう、エアリフトのパージ用圧縮空気流量の変動防止措置
（設定した値の維持）を対策とした。

しかし、この対策は、約１４９Ｌの高レベル廃液を短期間に移行させた原因に対し有効な対策
ではあったが、３回目の漏えいの原因である泡による少量の高レベル廃液の移行に対して
は効果がなかった。

そこで、３回目の漏えいの対策として、供給槽の液位を下げることによりエアリフトパージ用
圧縮空気吹き込み部に高レベル廃液を接触させない措置を講じるとともに、エアリフトパー
ジ用圧縮空気流量を通常設定値（約２０Ｌ／ｈ）からさらに低下（５Ｌ／ｈ程度）させることによ
り、高レベル廃液の移行防止を確実なものとすることとし、その旨を運転管理のマニュアル
に明記した。

① 高レベル廃液の移行防止措置について
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９．高レベル廃液の漏えい防止に向けての取り組み

１回目及び２回目の漏えい後、ガスケットの再使用禁止等、閉止フランジに高レベル廃液
等が移行した場合も考慮した取付け方法の見直しを行った。しかしながら、閉止フランジを
取付ける際に使用するインパクトレンチの締め付けトルク性能が漏えいした高レベル廃液
中の硝酸の影響等で低下したため、十分な締め付けが出来ていなかった。

固化セル内機器に対する硝酸の影響については、点検対象を選定して点検を実施してい
たが、インパクトレンチは治工具であるため、この点検の対象とならず、３回目の漏えいの
原因の１つとなった。

このため、インパクトレンチを使用する場合は、保修作業の開始前と終了後にインパクトレ
ンチの締め付けトルクの確認等を行うことにより、十分な締め付けトルクを確保することと
した。

なお、配管内に液が滞留している可能性を考慮して、閉止フランジを取り外す場合は、液
を受ける措置を講じることとし、その旨を遠隔保守のマニュアルに明記した。

② 閉止フランジの取付け方法の見直しについて
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１０．高レベル廃液漏えいに対する早期検知への改善

固定ＩＴＶカメラの設置場所を変更して視野を広げる
ことで、パワーマニプレータ付ＩＴＶカメラを使用しなく
ても監視ができるようにする。監視方法については、
遠隔保守作業時に閉止フランジ部に干渉があった
場合はトレイを確認することはもとより、高レベル廃
液供給配管下部トレイについては１直（８時間）１回
の点検を行うこととし、漏えいの見過ごしによるリス
クの低減化を図ることとする。さらに、着脱式トレイ
を設置することによって、液の回収・サンプリングが
速やかにできるようにする

固定ＩＴＶカメラによる監視
＋

着脱式トレイの設置

概 要手 法
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１１．まとめ （漏えい防止に係る品質保証上の評価）

高レベル廃液の漏えい事象に対し、発生事象を把握するための調査項目の立案と実
施、漏えいを起こした要因の分析、各要因を絞り込むためのモックアップ試験など、
品質保証に基づくＰＤＣＡプロセス展開の取り組みがとられており、原因究明は適切
に履行されていると考える。
また、高レベル廃液の漏えい防止に向けた対策である

① 高レベル廃液の移行防止措置
② 閉止フランジの取り付け方法の見直し（インパクトレンチの締め付け性能に係る

管理方法）
については、必要な措置を社内マニュアルに反映し、ＰＤＣＡプロセスに基づく定着化
を図っており、品質保証に基づく改善措置は適切に履行されている。

高レベル廃液の漏えい事象に対し、発生事象を把握するための調査項目の立案と実
施、漏えいを起こした要因の分析、各要因を絞り込むためのモックアップ試験など、
品質保証に基づくＰＤＣＡプロセス展開の取り組みがとられており、原因究明は適切
に履行されていると考える。
また、高レベル廃液の漏えい防止に向けた対策である

① 高レベル廃液の移行防止措置
② 閉止フランジの取り付け方法の見直し（インパクトレンチの締め付け性能に係る

管理方法）
については、必要な措置を社内マニュアルに反映し、ＰＤＣＡプロセスに基づく定着化
を図っており、品質保証に基づく改善措置は適切に履行されている。

こうした品質保証に基づく改善対策により、固化セル内の高レベル廃液漏えいの発
生防止は図られているものと考える。

こうした品質保証に基づく改善対策により、固化セル内の高レベル廃液漏えいの発
生防止は図られているものと考える。
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固化セルの復旧に向けて

○ 固化セル内の洗浄
○ 漏えい液の回収
○ 固化セル内の機器点検



26

１２．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の洗浄～

（１）洗浄範囲と方法

○洗浄の範囲としては、安全上の観点から、漏えい液の飛散により通電時に
絶縁破壊のおそれがあるブスバーを必須とし、さらに、未回収の放射性物
質の大部分が残存していると思われる、漏えい液が飛散した範囲を含める。

○洗浄方法としては、洗浄対象箇所ごとに複数回に分けて行うとともに、漏え
い液の流下挙動を考慮して、上部の閉止フランジから開始し、順次その下
部に移動し、トレイ直下の配管、さらにはその下のブスバーの順に洗浄を
行う。
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１２．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の洗浄～

（２）洗浄後の確認項目と結果

ブスバーの絶縁抵抗値測定を実施した結果、漏えいにより数ｋΩ程度まで低下した
絶縁抵抗値が洗浄により０．４ＭΩ以上となったことを確認した。

また、使用電圧に対する漏えい電流の算出値が最大供給電流の２０００分の１を十
分下回っていることを確認した。

ブスバーの
絶縁抵抗値
測定

③

洗浄を進めるに従い、洗浄箇所ごとに漏えい液受皿集液ポットに溜まった洗浄液を
採取し、全γ放射性物質濃度、セシウム１３７濃度の推移を確認した。洗浄の進展
により洗浄液の放射性物質濃度の分析結果が、高レベル廃液の放射性物質濃度
（１０９Ｂｑ／ｍＬ程度）の１０００分の１程度である１０６Ｂｑ／ｍＬのオーダーまで低下
し、それ以上低下しないことが確認された。これにより、閉止フランジ下の床面から
集液溝を経て漏えい液受皿集液ポットまでの、放射性物質の大部分が残留してい
た範囲を除染できたと考えられる。この程度まで低下すれば、固化セルの運転管理
上必要な、漏えい液受け皿集液ポットからの採取試料による高レベル廃液漏えいの
有無に係る判断に支障がないと判断した。

洗浄液の放
射性物質濃
度

②

洗浄前と洗浄後の状況についてＩＴＶカメラを用いて目視観察した結果、付着物が除
去されていることを確認した。また、破損・へこみのような異常は確認されなかった。

外観確認①

確 認 結 果確認項目
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１２．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の洗浄～

固化セル内洗浄概要図（１／３）

ガラス溶融炉Ａ

ガラス溶融炉B

②

Ｂ系についてはフランジ
からの漏えいが無いこ
とを確認

洗浄箇所①
・高レベル廃液の漏えい
　が確認された配管フラ
　ンジ面
・トレイ

洗浄箇所②、③※

・トレイ直下の配管・
　サポート

洗浄箇所④※、⑤※

・ガラス溶融炉関連機器
　（一部サポートを含む）
※ガラス溶融炉Ａの裏側
　
　　　  ：カメラ観察範囲

固化セル

次頁
矢視①

④
⑤

③

固化セル内洗浄概要図（１／３）



29

１２．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の洗浄～

固化セル内洗浄概要図（２／３）

⑤

④

①

高レベル廃液の漏えいが確認
された配管フランジ面、トレイ

トレイ直下の
配管・サポート

②

③

ガラス溶融炉
関連機器

ガラス溶融炉A

セル壁

トレイ直下の
配管・サポート

ガラス溶融炉
関連機器
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１２．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の洗浄～

漏えい液受皿
集液ポット

②

①

④
⑤

③

②

①

④
⑤

③

②

①

④
⑤

③

パワーマニプレータ

洗浄ノズル（短尺）

洗浄箇所①　閉止フランジ・トレイの洗浄

閉止フランジ・トレイ

洗浄箇所②　トレイ直下の配管・サポート部

パワーマニプレータ

洗浄ノズル（短尺）

漏えい液受皿
集液ポット

②

①

④ ⑤

③

パワーマニプレータ

洗浄ノズル（短尺）

漏えい液受皿
集液ポット

洗浄箇所③　トレイ直下の配管・サポート部

漏えい液受皿
集液ポット

洗浄箇所④、⑤　ブスバー（中央、南側、北側）

ガラス溶融炉A

トレイ直下の配管・サポート部
トレイ直下の配管・サポート部

洗浄ノズル（長尺）

ガラス溶融炉Aガラス溶融炉Aガラス溶融炉A

固化セル内洗浄概要図（３／３）

固化セル内洗浄概要図（３／３）
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１１．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の洗浄～

洗浄前後の外観確認結果（例）

 

洗浄前 洗浄後 

配管サポート 

 

 

液だれ 

液だれが除去されている

 

洗浄前 洗浄後 

ブスバー（中央）貫通プラグ側 

 

ブスバー（中央）ガラス溶融炉側 

 

 

 

付着物 

付着物 

付着物が除去されている 

付着物が除去されている 
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１２．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の洗浄～

ガラス熔融炉ブスバー絶縁抵抗値測定結果

絶縁抵抗値

０．４MΩ以上

判断基準

「電気設備に関する技術基準

を定める省令」に基づく値

[ブスバーと大地との間]

廃液漏えい直後 洗浄開始前 洗浄後（1回目） 洗浄後（2回目） 洗浄後（3回目） 洗浄後（4回目）

2009/1/22 2009/2/9 2010/1/4 2010/1/6 2010/1/8 2010/1/12

8-1 間接加熱 B-R 10 7 88 87 88 88

8-2 間接加熱 B-T 3 7 66 65 66 66

8-3 間接加熱 A-R 0.96 1.5 42 41 42 42

8-4 間接加熱 A-T 0.095 1.5 38 34 39 40

8-5 コモンプローブ 0.020 0.037 29 28 29 30

8-6 炉底補助Ｂ 0.0015 0.011 20 20 20 21

8-7 底部電極 0.0011 0.011 10 8 10 11

8-8 炉底補助Ａ 0.0016 0.011 8 8 7 8

8-9,10 主電極Ａ 0.058 1.6 14 14 14 14

8-11,12 主電極Ｂ 0.83 1.6 17 17 17 17
北側

絶縁抵抗値（ＭΩ）

南側

中央

測定対象

a部 拡大図

B-R

B-T

A-R

A-T

B-R

B-T

A-R

A-T

ガラス溶融炉Aガラス溶融炉B

溶融炉Ｂ溶融炉A

a部

ガラス ガラス

上部に漏えいの発生し
た閉止フランジ部あり

絶縁抵抗値が0.4MΩ以下に低下した箇所

ブスバー配置一覧表
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１３．固化セルの復旧に向けて ～漏えい液の回収～

1.0E+05

1.0E+06

1.0E+07

1.0E+08

1.0E+09

1.0E+10

1.0E+11

1/21 2/19 2/21 2/23 3/2 10/21 12/23 12/24 12/25

サンプリング日

放
射

性
物

質
濃

度
 (

B
q
/m

L
)

全γ放射性物質濃度

Cs-137濃度

2009/2/17
洗浄作業開始

2009年

（１）洗浄液の放射性物質濃度の推移
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１３．固化セルの復旧に向けて ～漏えい液の回収～

（２）漏えい液の回収についての評価

項目 
放射性物質濃度 

(Bq/mL) ※1 

液量 

(m3) 

半減期 

(y) 

減衰補正係数 

※2 

放射性物質量 (Bq) 

※3 ① 

Ru-103 分析対象外  - - - 

Ru-106 <3.1E+07  

Sb-125 <1.5E+07  
※4 

Cs-134  2.1E+08  2.065 0.668 2.1E+13 

Cs-137  3.6E+09 0.15 30.07 0.973 5.2E+14 

Ce-144 <1.6E+07  ※4 

Eu-154  1.2E+08  8.593 0.908 1.6E+13 

Co-60 分析対象外  - - - 

Nb-95 分析対象外  - - - 

Zr-95 分析対象外  - - - 

      

   全γ放射性物質量 5.6E+14 Bq 

 

97 ％回収率5.4E+14 Bq全γ放射性物質量

〔供給槽Ａから固化セルへ移動した高レベル廃液〕

〔洗浄液等〕

※1: 高レベル廃液混合
槽Aの廃液の分析結果
から算出した値（2008年
10月15日時点の分析結

果に基づく計算値）

※2: (0.5)1.2/半減期

なお、1.2年は2008年10
月15日から洗浄液等の
分析試料採取（2010年1
月8日）までの期間

※3: 放射性物質濃度×

液量×減衰補正係数

※4: 放射性物質濃度が

定量下限値未満のため
算出せず
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１３．固化セルの復旧に向けて ～漏えい液の回収～

：スチームジェットポンプ

高レベル廃液混合槽Ａ

A

供給液槽Ａ

A

分析試料採取

A

供給槽A

気液分離器

ガラス溶融炉

高レベル廃液共用貯槽

A

分析試料採取
固化セル

L

L

固化セル漏えい液受皿

A ：エアリフトポンプ

Ｌ ：液位計

L L

放射性物質濃度Ａ
（高レベル廃液の分析結果）

放射性物質濃度Ｂ
（回収液等の放射性物質

濃度（分析結果））

放射性物質濃度Ａ'
（放射性物質濃度Ａをもと
に算出した漏えい液の放

射性物質濃度）

18.3m3

0.15m3

漏えい液の回収率に対する誤差を考慮した評価

液量①（計器Ａ）
（漏えい液の液量）

液量②（計器Ｂ）
（洗浄液等の液量）

○回収率の計算に使用する値の持つ誤差
・分析値に対する誤差

　　放射性物質濃度（Ａ，Ｂ）の分析誤差：±10％ ※１

・放射性物質濃度計算値に対する誤差

　　放射性物質濃度Ａ’の誤差           ：±10％ ※２

　
・液量に対する誤差

　　液量①（0.15 m3）を計測した計器の誤差：±0.016 m3

　　液量②（18.3 m3）を計測した計器の誤差：±1.1 m3

○誤差を考慮した回収率の計算結果
　誤差を考慮した回収率＝[放射性物質濃度Ｂ×液量②×1000000]÷[放射性物質濃度Ａ'×液量①×1000000]×100

　　　　　　　　　　　　(±√[(放射性物質濃度Ｂの誤差)2＋(液量②の誤差)2＋(放射性物質濃度Ａ'の誤差)2＋(液量①の誤差)2]×100)

　　　　 　　　　　　 ＝[2.97E+07×18.3×1000000]÷[3.75E+09×0.15×1000000]×100(±√[(0.1)2＋(1.1/18.3)2＋(0.1)2＋(0.016/0.15)2]×100)
 　　　　　　　　　　 ＝97％(±19％)

 

※１ 分析値の持つ誤差は、過去の試験結果から数％以内であるが、今回の評価では、放射性物質濃度Ａ、放射性物質濃度Ｂの誤差を保守的に10％とした。
※２ 放射性物質濃度Ａ’の誤差評価では、高レベル廃液の分析値の誤差を十分大きく取っており、一方その他の誤差は小さく分析値の誤差の余裕に十分含まれるため、誤差10％とした。

漏えい液の回収に対する誤差を考慮した評価
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１４．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の機器点検～

（１）点検対象

点検対象については、固化セル内機器（約４００機器）で硝酸の影響を受けた可能性
のある機器とし、具体的には、ステンレス鋼製以外の部品が含まれる機器、並びに
潤滑油を使用している機器で耐硝酸性コーティング、防水構造を有していない機器
を対象とした。
この結果、合計２１８機器を点検対象とした。

（２）点検方法

硝酸により点検対象機器に要求される機能への影響の有無を確認するために、以
下に示す３つの点検方法を組合せて点検を実施した。

・外観点検：ＩＴＶカメラで視認可能範囲に有意な損傷、腐食等がないことを確認
・絶縁抵抗・導通測定：電気・計装品の絶縁抵抗・線間抵抗を測定し、電気的機能

が健全であることを確認
・動作確認（電流測定）：各機器に要求される機能を、実動作で確認
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１４．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の機器点検～

 ※ 硝酸と鉄の反応によりＮＯｘが発生
Fe+HNO3 ⇒ Fe(NO3)3+NO↑+2H2O 

（NO は空気中で酸素と反応し NO2等に変化） 

 

漏えいした硝酸による不具

合発生（固化セルクレーン、

パワーマニプレータ等） 

機器点検 漏えいした硝酸の挙動 

硝酸による不具合の可能性

がある機器の抽出（２１８

機器） 

抽出した機器の健全性確認 

硝酸による影響を考慮した今

後の対応方針（２１８機器） 

補修 

１５０Ｌの高レベル廃液が

閉止フランジより漏えい 

③高レベル廃液共用貯槽へ回収 

①(a)固化セル換気系に引か

れて洗浄塔で除去 

ＮＯｘとして 
気相へ移行 

機
器
点
検
に
係
る
事
項 
今
後
の
対
応
に
係
る
事
項

ガラス溶融炉熱上げ ①(c)セル内の①(b)以外の機

器（ステンレス鋼製機器等）

に付着するが、再度蒸発 

硝酸の影響に
ついて今後も
点検で確認 

①(b)セル内機器の炭素鋼・

潤滑剤に付着して反応※ 

②漏えい液中の水・硝酸分

の蒸発後、硝酸塩がセル内

の機器等に残留 

①蒸発 

漏えいした高レベル廃液中の硝酸

の挙動と機器点検フロー図
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１４．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の機器点検～

 

終了 

あり 

なし 

絶縁抵抗の測定 

作動確認 
（電流測定） 

異常 あり 

なし 

異常 

点検対象機器（動的機器）の選定 

ITV カメラによる 
機器外観確認 

異常あり 

異常なし 
遠隔保守 

可否 

予備品交換 

直接保守 
可否 

保守治具 
要否 

保守 

保守治具製作 

可 

否 要 

否 可 

否 

動的機器の点検フロー
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１４．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の機器点検～

外観確認 絶縁・導通 動作確認

ITVカメラで視認可能範囲に有意な損傷、腐食等
がないことを確認
（動作確認による不具合の拡大防止）

電気・計装品の絶縁抵抗・線
間抵抗を測定し、電気的機
能が健全であることを確認

各機器に要求される機能を、実作動をもって確認

溶接機 ○
模擬固化体の自動溶接運転（各軸動作、電極交換、溶接）
動作時の電流測定

固化セル移送台車 ○
走行動作、リミットスイッチ作動
動作時の電流測定

蓋着脱装置 ○
蓋・ガラスカッタの着脱動作
動作時の電流測定

ジブクレーン ○
旋回、横行、主/補巻上、吊具つかみ/はなし動作、リミットスイッチ
作動、動作時の電流測定

結合装置遠隔交換装置 ○
昇降、回転（カム駆動）動作、リミットスイッチ作動
動作時の電流測定

セル内クーラ（モータ） ○

解体場クーラ（モータ） ○

固化セルクレーン収納区域クーラ（モータ） ○

冷却ユニット（モータ） ○

第1加温器 ○

ルテニウム吸着塔加温器 ○

加熱器 ○

間接加熱装置 ○
ヒータ温度が上昇することを確認
各種運転データ（電力、電圧、電流、抵抗、温度）取得

電磁弁 弁外面、ケーブル、遠隔コネクタ等 ○ 単体作動させ、正常に動作し、開閉表示に異常がないこと

空気作動式調節弁 ○
弁を0～100％の開度で動作させ、正常に動作し、開閉表示に異常
がないこと

ＡＯ弁 ○ 系統切換操作を行い、正常に動作し、開閉表示に異常がないこと

手動弁（リミットスイッチ付）
弁外面、グランド部等
弁の通常状態（全開）に応じた弁状態（全開）表示
がされていること

－ －

機器外面、駆動部、リミットスイッチ、ケーブル、遠
隔コネクタ等

機器外面、駆動部、ケーブル、遠隔コネクタ等

機器外面、ケーブル、遠隔コネクタ等

機器 健全性確認

機種 名称

動作時の電流測定

動作時の電流測定
（安定して温度制御できること）

固化体取扱機械

セル内クーラ/冷却
ユニット

加熱器／加温器

弁類
弁外面、駆動部、リミットスイッチ、ケーブル、遠隔
コネクタ等

固化セル内機器点検内容整理表（１／２）
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１４．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の機器点検～

固化セル内機器点検内容整理表（２／２）

外観確認 絶縁・導通 動作確認

ITVカメラで視認可能範囲に有意な損傷、腐食等
がないことを確認
（動作確認による不具合の拡大防止）

電気・計装品の絶縁抵抗・線
間抵抗を測定し、電気的機
能が健全であることを確認

各機器に要求される機能を、実作動をもって確認

固化セルパワーマニプレータ（クレーン部） ○

固化セルクレーン ○

固化セルクレーン付パワーマニプレータ ○

固化セルパワーマニプレータ（PM） ○

その他機器類 ガラスカッタ駆動装置 ○
ガラスカッタ開閉動作
動作時の電流測定

固化ｾﾙしゃへい扉 ○

固体廃棄物除染セル床ポート ○

ガラス固化体除染室床ポート ○

熱電対・測温抵抗体 熱電対・測温抵抗体 計器外面、ケーブル、遠隔コネクタ等 ○ －

溶融炉廻り電気部品 給電ブスバー、ジャンパ管等 機器外面等 ○ －

マスタースレーブマニプレータ マスタースレーブマニプレータ 機器外面、ブーツ等 － 動作可能であること

ＩＴＶ ITVカメラ － － 動作（ズーム、アイリス機能含む）可能であること

照明 照明器具 － － 電灯が点いていること

機器 健全性確認

機種 名称

機器外面、駆動部、リミットスイッチ、ケーブル、遠
隔コネクタ等

走行、横行、巻上げ、旋回動作、リミットスイッチ作動
動作時の電流測定

アーム、補助ホイスト、テレスコープ動作、リミットスイッチ作動
動作時の電流測定

クレーン

パワーマニプレータ

その他（扉・床ポート）
扉開閉動作
動作時の電流測定
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１４．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の機器点検～

（３）機器点検の結果と評価（１／２）

点検の結果、硝酸の影響は、高レベル廃液が漏えいしたエリア近傍に限定され
たものではなく、固化セル内全域で潤滑剤を使用している機器駆動部に確認され
ているが、一方で、硝酸の影響とは関係のない経年劣化と推定されるものも半数
を占め、これらを含めて２２機器に不具合が認められた。

漏えい前から発生していた故障と同じ事象であるた
め、経年劣化と推定。

１１ＩＴＶカメラ、照明器具の不良

１作動時の電流値高

硝酸の影響により潤滑剤の劣化が進み機能が低下し
たため、擦動抵抗が増加したと推定。

３駆動部の作動不良

硝酸の影響により潤滑剤の劣化が進んだと推定。７機器表面への付着物

推定原因等機器数不具合の種類
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１４．固化セルの復旧に向けて ～固化セル内の機器点検～

（３）機器点検の結果と評価（２／２）

点検の結果、駆動部に塗布されている潤滑剤に硝酸との反応による付着物の
発生（潤滑剤としての劣化）及び潤滑剤の性能低下に伴う擦動抵抗の増加によ
る作動不良が確認された機器については、清掃、潤滑剤の塗布等の処置を行う
とともに、必要に応じて部品を予備品に交換して健全な状態に復旧することとし
た。また、経年劣化に起因する不具合についても、適宜、部品交換を実施するこ
ととした。一方、電気品・計装品への硝酸影響は確認されなかった。

点検・補修の終了していないものについては、これらを必要とする時期（ガラス
溶融炉Ａ系列の熱上げ前又はガラス固化施設のアクティブ試験再開前）までに
復旧する。

なお、点検対象機器全数に対して、硝酸影響という視点に立ち、ガラス固化施
設のアクティブ試験再開までに再度同様の点検を実施し、硝酸影響の有無を確
認するとともに、長期的な影響も考慮して機器に対する硝酸の影響を評価した
結果を竣工後の保守点検の計画（点検内容・頻度等）に反映する。竣工後の保
守点検の計画については、硝酸の影響も含め、その都度点検結果を反映するこ
とにより改善していくものとする。
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平成２１年１０月２２日の漏えいに係る原因究明

閉止フランジ部から液が漏れたことに対する要因分析図

＊「高レベル廃液ガラス固化建屋における固化セル内の漏えいについて（平成２１年１２月２２日）」より抜粋

事実 要因１ 要因２ 要因３ 要因４ 要因５

チェーンが把持部に
接触して液が漏れた

フランジ間に隙間が
できた

フランジの不良 フランジ面の不良
フランジ面に傷があっ
た

×
閉止フランジ表面に傷らしきものが確認されているが、インパクトレンチ
によりガスケットと閉止フランジの面が通常の締め付け力で締め付けら
れていない状況では漏えいの原因となる可能性はないと考える。

フランジ面に異物が付
着していた

× 異物については確認されていない。

フランジの変形・破損 × 観察の結果、変形や破損は確認されなかった。

金属ガスケットの不良 Ｃリング面の不良 Ｃリングに傷があった × 観察の結果、傷は確認されなかった。

Ｃリングに異物が付着
していた

× 異物については確認されていない。

フランジ締め付け時
にガスケットがずれた

×
ガスケットはフランジ部に引っ掛ける構造となっており、ずれることはな
い。また、前回据付け時にずれがないことを確認している。

金属ガスケット面の不
良

金属ガスケット面に異
物が付着していた

× 異物については確認されていない。

ガスケット材料選定不
良

× 材料選定フローにしたがって適切な材料が選定されている。

設置ガスケットの不良 材質が設計と異なる ×
前回据付け時の材料確認にて、設計通りのものであることを確認して
いる。

ガスケットが不良品 ×
ガスケット購入時の品質管理記録及び据付け記録により健全であるこ
とを確認している。

ボルトの不良
フランジ締め付け時
の不良

締め付けトルク過大
（ボルト損傷）

×
締め付け時に使用したインパクトレンチのトルクを測定した結果、過大
なトルクが発生していないことを確認した。

締め付けトルク不足 ○
締め付け時に使用したインパクトレンチのトルクを測定した結果、所定
の性能が出ていないことを確認した。

片締め ×
片締めにならないことをモックアップにて確認している手順に基づき締
め付けを行っている

締め付けトルクのバラ
ツキ

△
インパクトレンチに所定のトルクが出ておらず水平方向で使用した場
合、ボルトに伝わるトルクが低下する可能性がある。

ナットの不良
ネジ山部に異物が噛
み込んだ

× ボルトが閉止フランジ面に接触するまで締め付けられている。

配管に亀裂が発生し
た

×
溶接検査の記録、カメラによる溶接線の状況を確認し問題なしことを確
認している。また、計算による評価により健全性を確認している。

評価
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平成２１年１０月２２日の漏えいに係る原因究明

補助ホイストチェーンが閉止フランジ把持部に接触したことに対する要因分析図

＊「高レベル廃液ガラス固化建屋における固化セル内の漏えいについて（平成２１年１２月２２日）」より抜粋

事実 分類 要因１ 要因２ 要因３ 要因４ 要因５

チェーンが把持部に接
触した

人的要因 操作ミス
クレーン及びパワー
マニピュレータの誤操
作

×
クレーン及びパワーマニピュレータの誤操作はなかったことを確認した。（映像確認及び聞
き取り調査）

集中力が不足していた ×
クレーン及びパワーマニピュレータの誤操作はなかったことを確認した。（映像確認及び聞
き取り調査）

操作時確認不足
操作時の周辺確認が
不足していた

○
機器との干渉の恐れのある部分を移動する操作であったが、機器付近で一旦停止し、周
囲確認等を行わず継続して作業を行っていた。（映像確認及び聞き取り調査）

監視不足
接触箇所を見ていな
かった

注意力が不足していた
補助ホイストチェーン
部分に注意を払って
いなかった

×

注意ポイントとして挙がっていなかったため、補助ホイストチェーンの上部（把持部付近）を
確認していないが、同様に補助ホイストチェーンの上部（把持部付近）を確認していなかっ
た水パージリングを取り付けに行く作業においては干渉が確認されていない（遠隔操作を
行う際は、ＩＴＶカメラのモニタ4画面を見ながら操作を行っており、今回の作業においては、
吊り荷（取り付け治具）と補助ホイストチェーンが別のカメラに映っていた）。（聞き取り調査）

監視する必要がない
と思った

×
補助ホイストチェーンが接触した部分については注意ポイント（移動の際に干渉する可能
性が高い狭隘箇所）として挙がっていなかったが、水パージリングを取り付けに行く作業に
おいては干渉が確認されていない。（作業手順確認）

手順の遵守不足
決められたルートを
通らなかった

× 事前検討において検討されたルートを通っていたことを確認した。（作業記録等の確認）

技量不足
操作に係る技量が不
足していた

×

以下の理由から、必要な技量を有していた。（聞き取り調査）
・遠隔操作員は、約6年程度の経験者
・遠隔操作は社内の育成プログラムに基づき、座学と実技による試験に合格し、さらに、社
内規定で定める技術・技能認定試験（実機を用いて実施）に合格

設備的要因
クレーン及びパワーマニ
ピュレータの故障

クレーン及びパワー
マニピュレータの動作
不良

×
クレーン及びパワーマニピュレータの動作不良はなかったことを確認した。（映像確認及び
聞き取り調査）

カメラの使用範囲外使用
ＩＴＶカメラの監視範囲
外であった

×
補助ホイストチェーンが閉止フランジ把持部に接触したところを録画映像により確認してい
ることから、当該箇所はＩＴＶカメラの動作範囲に入っている。（映像確認）

ＩＴＶカメラの故障
ＩＴＶカメラが不調だっ
た

×
補助ホイストチェーンが閉止フランジ把持部に接触したところを録画映像により確認してい
ることから、作業当事のＩＴＶカメラは健全であった。（映像確認）

パワーマニピュレータの
使用範囲外使用

パワーマニピュレータ
がアクセスできる場
所ではなかった

×
３Ｄ-ＣＡＤを用いた事前検討結果から、パワーマニピュレータがアクセス可能であることを
確認している。（作業手順確認）

手順書等の要因 事前検討不足
事前検討が不足して
いた

パワーマニピュレータが通
る全ルートを確認していな
かった

×
３Ｄ-ＣＡＤを用いた検討において、パワーマニピュレータ本体が通るルートは全て検討され
ていた。（作業手順確認）

十分な検討時間がなかった × ３Ｄ-ＣＡＤによる確認を行なうなど、十分な検討時間を確保していた。

注意ポイントの抽出が不十
分であった

○

・機器との距離が狭い部分であるガラス溶融炉電源設備と取り付け治具との干渉が注意
ポイントとして挙げられていたが、今回のチェーンと把持部との接触ポイントは注意ポイント
として挙げられていなかった。
・チェーンと把持部との接触は、水パージリング取付治具を旋回する作業を行った後の移
動で行っており、機器との接触が発生しやすいポイントは注意ポイントとして挙げるべきで
あった。

事前検討を行ってい
ない

× 作業手順書及び３Ｄ-ＣＡＤ等により、事前検討を行っていた。（作業手順確認）

パワーマニピュレータ
が通るルート選定に
無理があった

×
作業は難易度が高かったが、ルートとしての成立性は３Ｄ－ＣＡＤで確認されていた。（作
業手順確認）

手順記載不足
注意ポイントの記載
が抜けていた

×
事前検討にて抽出された注意ポイントは全て作業手順書に記載されていることを確認し
た。（作業手順確認）

評価


